
 

 

 

 

健康増進法

第２５条　「学校、体育館、病院、劇場、観覧
場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公
庁施設、飲食店その他の多数の者が利用す
る施設を管理するものは、これらを利用する
者について、受動喫煙を防止するために必受動喫煙を防止するために必
要な措置を講ずるように努めなければならな要な措置を講ずるように努めなければならな

いい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

平成１５年５月施行

受動喫煙対策は施設の受動喫煙対策は施設の受動喫煙対策は施設の受動喫煙対策は施設の受動喫煙対策は施設の受動喫煙対策は施設の受動喫煙対策は施設の受動喫煙対策は施設の

管理者の義務！管理者の義務！管理者の義務！管理者の義務！管理者の義務！管理者の義務！管理者の義務！管理者の義務！

受動喫煙＝副流煙＋呼出煙受動喫煙＝副流煙＋呼出煙受動喫煙＝副流煙＋呼出煙受動喫煙＝副流煙＋呼出煙

主流煙主流煙主流煙主流煙

副流煙

ニコチン　　２．８倍ニコチン　　２．８倍ニコチン　　２．８倍ニコチン　　２．８倍
タール　　　３．４倍タール　　　３．４倍タール　　　３．４倍タール　　　３．４倍
一酸化炭素　４．７倍一酸化炭素　４．７倍一酸化炭素　４．７倍一酸化炭素　４．７倍

ニコチン　　１．０倍ニコチン　　１．０倍ニコチン　　１．０倍ニコチン　　１．０倍

タール　　１．０倍タール　　１．０倍タール　　１．０倍タール　　１．０倍
一酸化炭素　　１．０倍一酸化炭素　　１．０倍一酸化炭素　　１．０倍一酸化炭素　　１．０倍

呼出煙

 
① 「健康増進法」では「受動喫煙の防止」が義務づけられました。「受動喫煙」とは、「副流煙（たばこの先から立ち上る煙）」と 
「呼出煙（喫煙者の呼気）」を、周囲の人が吸い込むことです。「副流煙」には「主流煙（喫煙者本人が吸い込む煙）」より多くの有害

物質が含まれているため、たばこを吸わない人が受動喫煙を受けることのないように、この法律は定めています。 

職場の受動喫煙と肺がんのリスク

1111

1.31.31.31.3
1.41.41.41.4

1.861.861.861.86

0000

0.20.20.20.2

0.40.40.40.4

0.60.60.60.6

0.80.80.80.8

1111

1.21.21.21.2

1.41.41.41.4

1.61.61.61.6

1.81.81.81.8

2222

受動喫煙なし受動喫煙なし受動喫煙なし受動喫煙なし 1～15年1～15年1～15年1～15年 16～30年16～30年16～30年16～30年 30年以上30年以上30年以上30年以上

受動喫煙の暴露年数受動喫煙の暴露年数受動喫煙の暴露年数受動喫煙の暴露年数

肺
が
ん
の
リ
ス
ク

肺
が
ん
の
リ
ス
ク

肺
が
ん
の
リ
ス
ク

肺
が
ん
の
リ
ス
ク

学校と病院は　「受動喫煙防止責任」と
「教育的見地」から全国的には「敷地内
禁煙化」が進んでいます！

 
②左上のデータは、職場で受動喫煙を長く受ければ受けるほど非喫煙者が肺がんで死亡するリスクが高くなるというデータで

す。受動喫煙は周囲の人の健康に悪影響を与えます。健康増進法施行後、さまざまな場所で受動喫煙防止の対策が進んできて

いますが、特に、病気の人やこどもたちへの受動喫煙防止対策は全国的に顕著に進んできています。                  
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保健所からのひとこと！保健所からのひとこと！保健所からのひとこと！保健所からのひとこと！    
健康増進法が施行されて１年がたちました。健康増進法が施行されて１年がたちました。健康増進法が施行されて１年がたちました。健康増進法が施行されて１年がたちました。    
この１年間で全国的には「学校の受動喫煙防止対策」は顕著にこの１年間で全国的には「学校の受動喫煙防止対策」は顕著にこの１年間で全国的には「学校の受動喫煙防止対策」は顕著にこの１年間で全国的には「学校の受動喫煙防止対策」は顕著に

進んでいるようです。進んでいるようです。進んでいるようです。進んでいるようです。    
今回は「学校と受動喫煙防止」について情報提供いたします。今回は「学校と受動喫煙防止」について情報提供いたします。今回は「学校と受動喫煙防止」について情報提供いたします。今回は「学校と受動喫煙防止」について情報提供いたします。

 

 

喫煙室から屋外に排気された喫煙室から屋外に排気された
副流煙の行く先には・・・副流煙の行く先には・・・ 子どもたちの教室子どもたちの教室子どもたちの教室子どもたちの教室子どもたちの教室子どもたちの教室子どもたちの教室子どもたちの教室

子どもたちの遊ぶ子どもたちの遊ぶ子どもたちの遊ぶ子どもたちの遊ぶ子どもたちの遊ぶ子どもたちの遊ぶ子どもたちの遊ぶ子どもたちの遊ぶ
運動場、中庭運動場、中庭運動場、中庭運動場、中庭運動場、中庭運動場、中庭運動場、中庭運動場、中庭

 
③奈良県ではＨ１６年３月に医師会と歯科医師会が合同で禁煙宣言を行いました。この宣言により、県内の医療機関におい

ては受動喫煙防止のため禁煙化が進められます。またこの宣言の中で、医師会・歯科医師会は教育委員会や学校に対し

て敷地内禁煙を実施するよう積極的に働きかけることを宣言しています。学校敷地内に喫煙場所がある限り受動喫煙が起

こる危険性があるからです。 

　　　　全国の小・中・高校の禁煙化状況全国の小・中・高校の禁煙化状況全国の小・中・高校の禁煙化状況全国の小・中・高校の禁煙化状況（Ｈ１５年度）（Ｈ１５年度）（Ｈ１５年度）（Ｈ１５年度）

日本小児保健協会のデータ（都道府県・政令市の全６０教育委員会のうち日本小児保健協会のデータ（都道府県・政令市の全６０教育委員会のうち日本小児保健協会のデータ（都道府県・政令市の全６０教育委員会のうち日本小児保健協会のデータ（都道府県・政令市の全６０教育委員会のうち
３３教委が実態調査を実施。その結果より抜粋）３３教委が実態調査を実施。その結果より抜粋）３３教委が実態調査を実施。その結果より抜粋）３３教委が実態調査を実施。その結果より抜粋）

　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の小学校小学校小学校小学校の状況の状況の状況の状況
　　　　　　　　　　　　
　　　　　敷地内禁煙　　　７．８％　　　　　敷地内禁煙　　　７．８％　　　　　敷地内禁煙　　　７．８％　　　　　敷地内禁煙　　　７．８％
　　　　　建物内禁煙　　１８．１％　　　　　建物内禁煙　　１８．１％　　　　　建物内禁煙　　１８．１％　　　　　建物内禁煙　　１８．１％
　

　　　　　　　　４分の１４分の１４分の１４分の１が禁煙化達成が禁煙化達成が禁煙化達成が禁煙化達成!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の中学校中学校中学校中学校の状況の状況の状況の状況
　　　　　　　　　　　　
　　　　　敷地内禁煙　　　５．６％　　　　　敷地内禁煙　　　５．６％　　　　　敷地内禁煙　　　５．６％　　　　　敷地内禁煙　　　５．６％
　　　　　建物内禁煙　　１３．９％　　　　　建物内禁煙　　１３．９％　　　　　建物内禁煙　　１３．９％　　　　　建物内禁煙　　１３．９％
　

　　　　約２割約２割約２割約２割が禁煙化達成が禁煙化達成が禁煙化達成が禁煙化達成!!　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の　全国３３教委所管の高校高校高校高校の状況の状況の状況の状況
　　　　　　　　　　　　

　　　　　敷地内禁煙　　　３．５％　　　　　敷地内禁煙　　　３．５％　　　　　敷地内禁煙　　　３．５％　　　　　敷地内禁煙　　　３．５％
　　　　　建物内禁煙　　　６．５％　　　　　建物内禁煙　　　６．５％　　　　　建物内禁煙　　　６．５％　　　　　建物内禁煙　　　６．５％
　

　　　　　　　　約１割約１割約１割約１割が禁煙化達成が禁煙化達成が禁煙化達成が禁煙化達成!!　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全国の小・中・高校の禁煙化状況全国の小・中・高校の禁煙化状況全国の小・中・高校の禁煙化状況全国の小・中・高校の禁煙化状況（Ｈ１６．６）（Ｈ１６．６）（Ｈ１６．６）（Ｈ１６．６）

　　　「学校の禁煙化を支援するホームページ」より抜粋　　　「学校の禁煙化を支援するホームページ」より抜粋　　　「学校の禁煙化を支援するホームページ」より抜粋　　　「学校の禁煙化を支援するホームページ」より抜粋

全国４７都道府県のうち、県単位や市町村単位で全国４７都道府県のうち、県単位や市町村単位で全国４７都道府県のうち、県単位や市町村単位で全国４７都道府県のうち、県単位や市町村単位で
小・中・高校の小・中・高校の小・中・高校の小・中・高校の禁煙化が行われていない禁煙化が行われていない禁煙化が行われていない禁煙化が行われていない都道府県は、都道府県は、都道府県は、都道府県は、

「「「「４つ」４つ」４つ」４つ」だけだけだけだけです！です！です！です！　　　さて、どこでしょう？？？さて、どこでしょう？？？さて、どこでしょう？？？さて、どこでしょう？？？

 
④左上のデータは全国の小・中・高校に関する禁煙化状況を健康増進法施行６ヶ月後（Ｈ１５年１１月）の時点で日本

小児保健協会がまとめたデータです。半年間で学校における禁煙化が顕著に進んでいる事がわかります。 

そして、右上のデータは健康増進法施行１年後（Ｈ１６年６月）の各自治体単位での学校禁煙化状況です。 

こどもたちが受動喫煙の害をうけることなく学校生活が過ごせるよう、奈良県においても学校の禁煙化が進むことが

望まれます。 


